
古代・中世編土地制度と税制史～

氏姓制度→「 ）地（ ）民制度」☆古墳時代 （１ ２

・ヤマト政権：直轄地は（ ・耕作民は（ ）３ ４）

・有 力 豪 族：直轄地は（ ・耕作民は（ ）５ ６）

( )→「 ）地（ ）民制」で屯倉・田荘を廃止☆飛鳥時代 改新の詔 646 （７ ８

上級貴族には（ ）を支給９

○（ ）( )［ 天皇］･･･最初の全国的な戸籍１０ １１670
○（ ）( )［ 天皇］･･･班田を開始し、農民支配を実施１２ １３690
◎ ( ) →「公地公民制」･･･（ ）の均田制にならって制度化大宝律令 701 １４

班田収授法の本格実施☆奈良時代

◎（ ） ( )１５ 律令 718
①班田のために （ ）年ごとに戸籍を作成、 １６

②６歳以上の男女に（ ）を支給。死後最初の班年に収公。売買禁止１７

・良民男子は（ ）段。良民女子はその（ ）１８ １９

・官有の賎民（＝ ・ ・ ）は良民に同じ。２０ ２１ ２２

・私有の賎民（＝ ・ ）は良民の（ 。２３ ２４ ２５ ）

③田地：( )（ ）田→租を納入する土地1 ２６

( )（ ）田→租を免除された土地（寺田・神田・ ）2 ２７ ２８

( )（ ）田→口分田を班給した残りの田、賃租3 ２９

④税制：( )（ ）･･･田１段につき（ 束 把 ［３％］国衙へ。1 ３０ ）

( )（ ）･･･年１０日の労役のかわりに布を２丈６尺2 ３１

( )（ ）･･･各地の特産物を納入（絹・麻布・海産物など）3 ３２

→( )と( )は課税台帳である（ ［毎年作成］に基づく2 3 ３３ ）

･･･But
(> <) 班田制の崩壊と（ ）荘園の成立へ_ ３４

◎（ ） ( )３５ 法 723
１．新たに（ ）をつくり開墾した者は（ ）の私有３６ ３７

２．既設の（ ）を利用し開墾した者は（ ）の私有３６ ３８

◎（ ） ( )３９ 法 743
墾田の（ ）使用を認めた。但し （ ）により面積に限度４０ ４１、

［ ］ （ ） 、 （ ）史料集 → 政権下で 一時開墾が禁止 ( ) ←のち廃止 ( )P64 765 772４３

荘園制の発展☆平安時代

※（ ）天皇による律令制再構築 （８Ｃ末～９Ｃ）４４

→（ ）年１班制・ ）期間の半減（６０日→３０日）４５ ４６（

９世紀：政府や官庁の土地←財源確保のため

（ ）田→大宰府管内／（ ）田→畿内／（ ）田→天皇４７ ４８ ４９

※（ ）荘園の成立 （１１Ｃ）５０

→（ ）が土地を貴族や寺社に寄進５１

自らは（ ）となる ［預所・下司など］５２ 。

寄進先は、領家や（ ）５３

不輸の権＝（ ）荘［政府承認］と（ ）荘［国司承認］５４ ５５

不入の権＝国司が派遣する（ ）の立ち入りを拒否５６

～開発領主には２種類いた！Point 「荘園」と「公領（国衙領 」の関係）

開発領主とは？･･･（ ）の中で、周辺を大規模開発した者５７

( )： ）となって国衙の行政職に！所領は（ ）Pattern 1 ^_^ （５８ ５９

（ ）の呼び方→（ ・郡・保５９ ６０ ）

(> <)：国司と対立→自分の所領を有力者に寄進。 所領は（ ）Pattern 2 _ ６１

※荘民の負担 【荘民の内訳】

（図） 名 主 ･･･旧 田堵

作 人 ･･･農民

（ ）･･･隷属農民６２

【荘民の負担】

（ ）･･･米や絹など６３

（ ）･･･特産物など６４

（ ）･･･労役６５

※院政とともに （ ）制度がはじまる （１１～１２Ｃ）、 ６６

※院の荘園

・ ）領･･･鳥羽法皇が八条院へ。 のちに（ ）統へ継承（６７ ６８

・ ）領･･･後白河法皇が長講堂へ。のちに（ ）統へ継承（６９ ７０

荘園や公領に「地頭」が登場☆鎌倉時代

※地頭･･･荘園や公領（国衙領）に設置。 参考：本補地頭

（ ）( )後は、西国にも多く設置→（ ）地頭７１ ７２1221

～東国と西国は違うよ！Point 「 在地）領主」と「地頭」の関係（

（東国に多いパターン） （西国に多いパターン）

・ ）･･･荘園管理権は地頭へ。年貢納入を請け負わせる。（７３

・ ）･･･（在地）領主と地頭で土地を折半。（７４


